
 

 

高齢者世帯・生活保護世帯物価高騰対策支援事業について 

 

 

１　趣旨 

　　国の総合経済対策に基づき、食料品の物価高騰による負担を軽減するため、

７５歳以上の高齢者のみの世帯及び生活保護受給世帯を対象に、１世帯当た

り４，８４０円分（４４０円分×１１枚）の使用期限（令和８年９月末まで）

付き「おこめ券」を配付する。 

 

２　支給対象 

　７，１００世帯（見込み） 

　　令和７年１２月１日（基準日）現在において、本市に住民登録がある７５歳

以上の高齢者のみの世帯及び生活保護受給世帯。ただし、基準日以降に死亡

又は市外へ転出している世帯や介護施設に入所している方のみの世帯等を除

く。 

　【支給対象の内訳】 

　　７５歳以上の高齢者のみの世帯　約６，９５０世帯 

　　（令和８年３月３１日までに７５歳を迎える方を含む） 

　　生活保護受給世帯　約１５０世帯 

　　（令和８年３月３１日までに生活保護を開始した方を含む） 

 

３　補正予算額　※国１０/１０（重点支援地方交付金） 

　　事業費（おこめ券購入費）　　３９，０５０千円 

　　事務費（おこめ券発送経費）　１０，０６９千円 

　　　　　　　　　　　　　　計　４９，１１９千円 

 

４　配付時期 

　　令和７年１２月下旬頃から新たに発行される予定の使用期限付き「おこめ

券」を購入後、対象世帯へ速やかに配付する。
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